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平成 27年１月 29日 

各  位 

会 社 名 テ ッ ク フ ァ ー ム 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 CEO 千 原  信 悟 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 3 6 2 5） 

問合せ先 取締役副社長 CFO 永 守  秀 章 

（TEL. 0 3 － 5 3 6 5 － 7 8 8 8） 

 

第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 27 年１月 29 日に会社法第 370 条に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、第

三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行

に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

１．募集の概要 

（１） 割 当 日 平成 27年２月 17日 

（２） 新 株 予 約 権 数 9,570個 

（３） 発 行 価 額 本新株予約権１個当たり 2,000円 

（本新株予約権の払込総額 19,140,000円) 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：957,000株（本新株予約権１個当たり 100株） 

下限行使価額（下記（６）を参照。）においても、潜在株式数は 957,000

株であります。 

（５） 資 金 調 達 の 額 

（差引手取概算額） 

2,287,499,000円（注） 

（６） 行使価額及び行使価額

の 修 正 条 件 

当初行使価額 2,387円 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 1,592円（別紙発行要項第 13項による調整を受けま

す。以下「下限行使価額」といいます。） 

当社は平成 27年４月 18日以降、当社取締役会の決議により、本（６）

①又は②のいずれかの方法で行使価額を修正することができます。

本（６）に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予

約権者に直ちに行使価額を修正する旨の通知（本（６）①又は②の

いずれの方法で行使価額を修正するかを含みます。以下「行使価額

修正通知」といいます。）をします。 

① 行使価額修正通知が行われた日（以下「通知日」といいます。）

の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の

効力発生日（以下「修正日」といいます。）において、当該

修正日の直前取引日（但し、当該取引日において売買高加重

平均価格が算出されない場合には、売買高加重平均価格の算

出された直前取引日とします。以下「時価算定日」といいま

す。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

といいます。）における当社普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格の 92％に相当する金額（円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を切り上げるものとします。）に修

正されます。 

② 通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日

でない場合には直前取引日）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（気配表示を含みます。）の 92％

に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数
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第２位を切り上げるものとします。）に修正されます。 

（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、大和証券株式会社（以下「割当予定先」

といいます。）に全ての本新株予約権を割り当てます。 

（８） 譲渡制限及び行使数量

制 限 の 内 容 

本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約

権に係る買取契約（以下「本新株予約権買取契約」といいます。）

において、下記の内容について合意する予定です。 

① 新株予約権の譲渡制限 

割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受

けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできませ

ん。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ

譲渡先となる者をして、当社に対して当該譲渡制限の内容を約束さ

せ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社

に対して同様の内容を約束させるものとします。但し、割当予定先

は、当社の普通株式（本新株予約権の権利行使により取得したもの

を含みます。）を当社以外の第三者に譲渡することは妨げられませ

ん。なお、譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、

下記の行使制限措置について約させるものとします。 

② 新株予約権の行使制限措置 

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項

及び同施行規則第 436 条第１項乃至第５項の定め並びに日本証券業

協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、

ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じ

るため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしよ

うとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる

株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の 10％

を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る新株予約

権の行使（以下「制限超過行使」といいます。）を割当予定先に行

わせません。また、割当予定先及び譲渡先は、上記所定の適用除外

の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予

約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっ

ては、予め当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当

しないかについて確認を行います。 

（９） 本 新 株 予 約 権 の 

行 使 期 間 

平成 27 年２月 18 日から平成 28 年２月 17 日（但し、別紙発行要項

に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取

得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前

銀行営業日）まで。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場

合にはその前銀行営業日を最終日とします。 

（10） そ の 他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約

権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等につい

て規定した覚書（以下「覚書」といいます。）を締結する予定です。

詳細については、別記「２．募集の目的及び理由 （２）本新株予約

権の商品性」をご参照ください。 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額

です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全

ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行

使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約

権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

資金調達の額は減少します。 
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２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

当社は、主に一般消費者を顧客に持つ企業を対象に、基幹システムからモバイルアプリケーシ

ョン開発、また運用・保守サービスまでを一気通貫で提供する総合的なＩＴサービスを提供して

おります。当社が蓄積した技術力やノウハウを活用し、上流工程（コンサルティング、要件定義・

分析、外部設計）から下流工程（内部設計、プログラミング、テスト）という一連のソフトウエ

ア開発工程を担うことで顧客ニーズや戦略の具現化を図るとともに、運用・保守サービスを通じ

て顧客との中長期的な関係を構築し、顧客事業やマーケットの変化に対して柔軟かつスピーディ

に対応できるサービスの提供を行っております。 

また、連結子会社であるPrism Solutions Inc.（以下「Prism Solutions」といいます。）は、

米国カジノ市場向けモバイル電子マネーサービスの事業開発・運営を主たる事業としております。 

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、スマートデバイスの普及とＩＴイン

フラ環境の急速な進展などに伴い、企業戦略におけるＩＴ投資の重要性の認識や、企業競争力を

高め企業の成長を促進するための戦略的なＩＴ投資への意欲は高まりつつあるものの、短納期化

や低コスト化の要求は依然として強く、厳しい状況が続いております。 

当社グループが、ソフトウエア開発を中心としたソリューションの受託開発、運用・保守サー

ビスを通じて、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化による安定的な受注と固定的な収益の積

み上げによる企業規模の拡大を実現するためには、顧客基盤を有する企業との協業及び参入障壁

の高い特定業界への参入を図り、受託開発からサービス提供型への事業拡大及び安定的な収益基

盤の構築が急務であります。 

このような状況のもと、自動車業界向けコンピュータソフトウエア開発・販売、並びに自動車

業界及びＳＳ業界に関するコンサルティング事業を営む株式会社ＥＢＥ（東京都中央区京橋二丁

目８番18号、代表取締役尾上正志、資本金の額3,000万円）（以下「ＥＢＥ」といいます。）の

議決権の67.5％に相当する株式の取得による子会社化は、参入障壁が高い自動車アフターマーケ

ットへの参入を実現するものであり、同社が有する知見、サービス推進力により当社グループの

安定的な収益獲得を加速するにとどまらず、当社のＩＴサービスにおけるノウハウ・システム開

発力との連携を通じて、より利便性が高い製品の開発や、顧客へのＥＢＥ製品を活用する新たな

ビジネスモデルの提案など、当社及びＥＢＥの事業の拡大にもつながるものと考えております。 

また、強固な経営基盤と持続的な成長を可能とする多極的な事業構造を構築するため、経営資

源の選択と集中並びに事業領域の拡大を目的として海外子会社Prism Solutionsで開発している

米国カジノ市場向けモバイル電子マネーサービスの早期開発及び事業化は、当社グループの今後

の成長性、収益性を向上させる重要な事業の一つとして捉えており、早急な投資が必要であると

考えております。 

さらに、当社グループが開発及び運用・保守サービスの多種多様な案件に対応するため、外部

パートナーとの連携を強化するとともに、優秀な人材の確保が急務であると認識しており、開発

力強化のためのＭ＆Ａ、ソフトウエア開発を中心としたソリューションの受託開発事業以外の収

益モデルの多様化や新規ビジネス機会の創出を目的としたＭ＆Ａや資本業務提携先との協業に

よる事業展開が必要不可欠だと考えております。 

当社は、これらのＭ＆Ａ並びに新サービスの開発及び事業への投資に必要な資金を調達する目

的で、割当予定先に対して本新株予約権の発行を行い、その調達資金を、これらの投資に充当す

る予定です。 

 

（２）本新株予約権の商品性 

今回の資金調達は、当社が割当予定先に行使期間を１年間とする本新株予約権を割当て、割当

予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。 

本新株予約権の行使価額は、当社の過去の株価動向やボラティリティを考慮するとともに、将

来の業績向上を期待し、当初2,387円といたしました。 
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但し、当社は平成27年４月18日以降、当社取締役会の決議により、次の①又は②のいずれかの

方法で行使価額を修正することができます。行使価額の修正を決議した場合、当社は本新株予約

権者に直ちに行使価額修正通知を行います。 

① 通知日の翌営業日以降、行使価額は、修正日において、時価算定日の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の92％に相当する金額（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げるものとします。）に修正されます。 

② 通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前取引日）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含みます。）の92％

に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げるものとし

ます。）に修正されます。 

但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限

行使価額とします。なお、以下に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができま

せん。 

① 金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに東京証券取引所の規則に基づく開示（以下

「開示」といいます。）がなされた書類（有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書、

これらの訂正報告書、プレスリリースを含むがこれらに限られません。）に記載されてい

るものを除き、開示されている当社の直近の監査済連結財務諸表にかかる営業年度の期末

日以降、当社及びその企業集団（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第

４条第１項第１号に定める企業集団をいいます。）の財政状態、経営成績又はキャッシュ・

フローの状況に重大な影響をもたらす事態が発生している場合 

② 当社にかかる業務等に関する重要事実等（金融商品取引法第166条第２項所定の重要事実及

び同法第167条第２項所定の事実をいいます。）で公表（金融商品取引法施行令第30条に基

づきなされる公表措置をいいます。）がなされていないものがある場合 

割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第

三者に譲渡することはできません。 

また、割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者をして、

当社に対して当該譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する

場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。 

なお、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出

の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の覚書を締結する予定で

す。 

 

①覚書に基づく行使禁止について 

当社は、取締役会決議により、割当予定先に対し、未公表のインサイダー情報がある場合等を

除いて、いつでも本新株予約権の行使を禁止する旨の通知（以下「行使禁止通知」といいます。）

を行うことができます。 

行使禁止通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使を禁止する期間（以

下「行使禁止期間」といいます。）を指定します。当社が行使禁止通知を行った場合には、割当

予定先は、行使禁止期間において本新株予約権を行使することができません。 

なお、いずれの行使禁止期間の開始日も、平成27年２月18日以降の日とし、いずれの行使禁止

期間の終了日も、平成28年１月18日以前の日とします。 

   

②覚書に基づく取得請求について 

平成27年２月18日（同日を含みます。）以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該日以降の取引日、又は平

成28年１月18日（同日を含みます。）以降平成28年１月27日（同日を含み、かつ、同日必着とし

ます。）までの期間内の取引日に、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する

旨の通知（以下「取得請求通知」といいます。）を行うことができます。 
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割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から３週間

以内に別紙発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する

本新株予約権の全部を取得しなければなりません。 

 

（３）本新株予約権を選択した理由 

当社は、上記「（１）資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手

法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、

当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調

達の蓋然性が確保された手法であるかを重視いたしました。 

結果、上記「（２）本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結

する予定の覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の

資金調達方法であると判断いたしました。 

 

≪本スキームの特徴≫ 

① 最大希薄化が固定されていること 

本新株予約権の目的となる株式の総数は957,000株で一定であり、最大増加株式数は固定さ

れております。なお、957,000株は、発行決議日における発行済株式数対比15.00％となりま

す。 

② 行使価額の修正決議が可能 

本新株予約権の行使価額は当初2,387円で固定されていますが、平成27年４月18日以降、当

社取締役会の決議により、行使価額を修正することができます。 

これによって行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合には資金調達額を増額できま

す。また、株価が行使価額を下回って推移している場合においても、資金ニーズが発生した

場合に行使価額を修正することが可能です。 

行使価額の修正においては、通知日の翌営業日以降、行使価額が修正日ごとに修正される

方法と、通知日の翌営業日に行使価額を修正し、以降は新たに当社取締役会が行使価額の修

正を決議しない限り、行使価額の修正が行われない方法があり、当社取締役会で行使価額修

正の方法を選択できます。これによって、当社取締役会は、資金ニーズや市場環境を勘案し

た行使価額の修正が可能となっております。 

なお、行使価額を修正する決議を行った場合に、行使価額が当初行使価額を下回る価額に

修正される可能性がありますが、下限は1,592円と定められており、当社が行使価額の修正を

決定した後に株価が急落した場合であっても、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組

みとなっています。 

③ 希薄化のコントロール 

割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使禁止期間を定めること

ができます。これにより当社は、希薄化のコントロールが可能となります。 

④ 株価上昇によるメリットが享受できること 

行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享

受できます。 

⑤ 流動性の向上 

割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却され

ることにより流動性の向上が期待できます。 

⑥ 資金調達の柔軟性 

当社取締役会の決議により、本新株予約権の払込金額（発行価額）と同額の金銭を対価と

して、いつでも本新株予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権によ

る資金調達の必要がなくなった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合に

は、当社の裁量により切り替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されてお

ります。 

⑦ 譲渡制限 
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割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受けた本新株予約権を当

社以外の第三者に譲渡することはできません。 

 

また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デ

メリットを上回る優位性が評価できるものと考えております。 

 

≪本スキームのデメリット≫ 

① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、その

後の権利行使の進捗により、資金調達・資本増強の目的を実現することになります。割当

予定先は権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行う

スキームとなっており、権利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定され

ます。また、株価が下限行使価額を下回って推移した場合、権利行使が行われないことと

なります。 

② 株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。 

③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因とな

りえます。 

④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘

することに限界があります。 

 

本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、

本スキームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。 

 

≪他の資金調達方法との比較≫ 

① 公募増資との比較 

公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即

時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。 

② 株主割当増資との比較 

株主割当増資では希薄化に対する懸念は払拭されるものの、割当先である既存投資家の参

加率が不透明であり、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。 

③ 第三者割当増資との比較 

第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても

即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が

相当程度の議決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼ

す可能性があるものと考えております。 

④ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）との比較 

第三者割当型ＣＢは、様々な商品設計が考えられますが、一般的には割当先が転換権を有

しているため、当社のコントロールが及びません。また、転換価額が固定のＣＢでは、株価

が転換価額より上昇しない限り、転換が進捗せず資本増強目的が達成できないことが懸念さ

れます。一方、株価に連動して転換価額が修正されるＣＢでは、転換により交付される株式

数が転換価額に応じて決定されるという構造上、希薄化が確定しないために株価に対して直

接的な影響が懸念されます。 

⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較 

第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固

定の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達

目的が達成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリ

ットを享受できません。 

⑥ ライツ・オファリングとの比較 

いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコ

ミットメント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノ
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ンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリ

ングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発

行コストの増大が予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、

上記株主割当増資と同様に、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性

確保の観点から不適当であると判断いたしました。 

⑦ 借入・社債との比較 

借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、財務体質改善

による今後の借入余力の増強という目的が達成できないこととなります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１） 調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,303,499,000 16,000,000 2,287,499,000 

（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払込むべき金

額（当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定しております。）の合計額を合

算した金額です。 
２．行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、新

株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した

場合には、新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は

減少します。 
３．発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用（有価証券届出

書作成費用及び信託銀行手数料等）の合計です。 
４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 
（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 2,287,499,000円については、①988,000,200円をＥＢＥの普通株式

67.5％相当の株式取得の対価の支払に、②300,000,000円を米国で展開中の非接触型ＩＣチップ

を用いたモバイル電子マネーに関する新事業のサービス開始に向けた開発・事業化投資に、③

999,498,800円を事業規模拡大に向けたＭ＆Ａ、資本業務提携投資に、それぞれ充当する予定で

あります。 

 具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。 

具体的な使途 金額（円） 支出予定時期 

①ＥＢＥの普通株式 67.5％相当の株式取得の対

価の支払 
988,000,200 

平成27年３月 

～平成29年３月 

②米国で展開中の非接触型ＩＣチップを用いた

モバイル電子マネーに関する新事業のサービス

開始に向けた開発・事業化投資 

300,000,000 
平成27年４月 

～平成28年６月 

③事業規模拡大に向けたＭ＆Ａ、資本業務提携投

資 
999,498,800 

平成27年４月 

～平成28年３月 

（注）１．上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管

理については、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。 

２．本新株予約権の行使状況によって調達の金額及び時期が決定されることから、想定ど

おりの資金調達が行えない場合があります。かかる場合、当社は優先順位を上記①②

③の順として充当する予定です。 

 

①ＥＢＥの普通株式 67.5％相当の株式取得の対価の支払 

ＥＢＥは、自動車業界専門のシステム開発会社として、ローコストで拡張性の高い業務支援シ
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ステムを制作・販売しております。同社株式の取得及び同社の子会社化は、参入障壁が高い自

動車アフターマーケットへの参入を実現するものであり、同社が有する知見、サービス推進力

により当社グループの安定的な収益獲得を加速するにとどまらず、当社のＩＴサービスにおけ

るノウハウ・システム開発力との連携を通じて、より利便性が高い製品の開発や、顧客へのＥ

ＢＥ製品を活用する新たなビジネスモデルの提案など、当社及びＥＢＥの事業の拡大にもつな

がるものと考えております。 

なお、本取引の決済は、平成 27年３月 31日（又は別途合意された日）に 588,000,200円を支

払い、残額の支払は２回に分割して、平成 28年３月 31日（又は別途合意された日）に 200,000,000

円を、平成 29年３月 31日（又は別途合意された日）に 200,000,000円をそれぞれ支払う予定

です。 

また、本新株予約権の行使状況により支出時期までに想定どおりの資金調達が行えない場合は、

銀行からの借入金により当該株式取得の対価の全部又は一部を支払い、その後の本新株予約権

の行使による調達資金は当該借入金の返済資金に充当する予定です。 

 

②米国で展開中の非接触型ＩＣチップを用いたモバイル電子マネーに関する新事業のサービス

開始に向けた開発・事業化投資 

当社の業務提携先である日本金銭機械株式会社の米国子会社 JCM AMERICAN CORP.と共同で進

めている非接触型ＩＣチップを用いたモバイル電子マネーに関する新事業に関連して、当社で

は、平成 26年３月、現地法人 Prism Solutionsを設立しておりますが、同社による、米国カジ

ノ市場での平成 27年度（平成 28年７月期）におけるモバイル決済ソリューション領域での新

サービス開始を目標とした開発及び事業化へ向けた投資となります。 

 

③事業規模拡大に向けたＭ＆Ａ、資本業務提携投資 

顧客からの開発及び運用・保守サービスに関する多種多様なニーズに対応するために必要とな

る、外部パートナーとの資本関係の構築を通じた連携強化、優秀な人材の確保・開発力強化、

並びに、現在主力であるソフトウエア開発を中心としたソリューションの受託開発事業以外の

収益モデルの多様化等を目的として、当社既存事業とシナジーが見込める分野において、Ｍ＆

Ａ、資本提携を行っていく予定です。なお、現時点において具体的に計画されているＭ＆Ａ、

資本業務提携はございませんが、今後案件が具体的に決定された場合には、適時適切に開示い

たします。 

 

なお、上記①又は③に関して残額が生じた場合（①における株式取得が中止された場合、又は

上記支出予定時期までに当社が満足する条件の案件が現れない等、上記支出予定時期に③におけ

るＭ＆Ａ、資本業務提携投資が行われない場合を含みます。）は、一部を②に充当することもあ

りますが、原則として、引き続き新たなＭ＆Ａ案件の検討を続けたうえで、上記支出予定時期以

降においても、事業規模拡大に向けたＭ＆Ａ、資本業務提携投資費用に充当する考えであります。

その場合には、適時適切に開示いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び

支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当

社既存事業に係る安定収益の確保及び事業規模拡大に向けた投資の実現並びに当社財務基盤の

強化を図ることができることから、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えておりま

す。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 
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別紙発行要項、本新株予約権買取契約及び覚書に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算

定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三者算定機関である株式会社

プルータス・コンサルティング（以下「プルータス」といいます。）が算定した結果を参考に、

本新株予約権の１個の払込金額を、当該評価結果である本新株予約権の評価単価と同額である

2,000円としました。 

当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「２.募集の目的及び理由 （２）

本新株予約権の商品性」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であると判

断しました。なお、プルータスは評価を実施する上で、当社普通株式の株価、当社普通株式の流

動性、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等を勘案した他、当社

の行動については、平成27年４月18日以降に権利行使価額の修正が可能であることに鑑み、平成

27年４月18日までは、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当初権利行使価

額の150％以上になった場合に行使禁止通知を行うことを仮定し、それ以降については、当社の

資金需要に鑑み、権利行使価額が割当予定先からの行使請求の度に修正される決議を行うことを

仮定しています。 

割当予定先の行動については、平成27年４月18日までは前述の修正決議後と同等以上の収益が

見込める場合に権利行使するものとし、それ以降については、株価が下限行使価額以上の場合に、

資金支出計画をもとに想定される支出期間にわたって一様に分散的に権利行使を行うことを仮

定しています。 

また、割当予定先は株価終値が下限行使価額を下回った場合に取得請求を行うものとし、当社

は割当予定先の請求に基づき残存する本新株予約権の取得を行うことを仮定しています。 

当社監査役全員も、プルータスは、当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立

していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、本新株予

約権の価格算定方法は市場慣行に従った一般的な方法であること、その算定過程及び当該前提条

件等に関してプルータスから説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的な

ものであると判断できること等から、評価額は適正かつ妥当な価額と思われ、その評価額と同額

を本新株予約権の払込金額としていることから、本新株予約権の払込金額は、割当予定先に特に

有利でないと判断しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大957,000株で

あり、当社の議決権総数60,139個（平成26年７月31日現在）に対し、15.91％の希薄化が生じま

す。しかしながら、当該資金調達は、当社の業容を拡大し、今後の収益性の向上や企業価値の向

上に寄与し既存株主を含めた株主全体の利益につながることから、発行数量及び株式の希薄化の

規模は合理的な水準であると判断いたしました。 

また、当社普通株式の過去６ヶ月における１日当たり平均出来高は713,021株であり、行使可能

期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との

間で締結する予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使禁止期間を定

めて希薄化のタイミングをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は

市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

(１)割当予定先の概要 

（平成 26年３月 31日現在） 

① 名 称 大和証券株式会社 

② 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

③ 
代 表 者 の 役

職 ・ 氏 名 
代表取締役社長 日比野 隆司 

④ 事 業 内 容 金融商品取引業 

⑤ 資 本 金 1,000億円 
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⑥ 設 立 年 月 日 平成４年８月 21日  

⑦ 発行済株式数 810,200株 

⑧ 決 算 期 ３月 31日 

⑨ 従 業 員 数 8,017人 

⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体 

⑪ 主要取引銀行 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社 

⑫ 
大株主及び持

株 比 率 

株式会社大和証券グループ本社 99.98％ 

日の出証券株式会社 0.02％ 

⑬ 
当事会社間の

関 係 

資 本 関 係 割当予定先が保有している当社の株式の数：

24,800株（平成 26年７月 31日現在） 

当社が保有している割当予定先の株式の数：０株 

人 的 関 係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関

係はありません。また、当社の関係者及び関係会

社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき人的関係はありません。 

取 引 関 係 当社の主幹事証券会社であります。 

関 連 当 事 者 

へ の 該 当 状 況 
該当事項はありません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決 算 期 平成 24年３月期 平成 25年３月期 平成 26年３月期 
純 資 産 194,487 563,888 709,083 

総 資 産 580,505 11,507,229 10,917,306 

１株当たり純資産（円） 607,772.16 695,987.27 875,196.16 

営 業 収 益 172,567 303,248 399,876 

営 業 利 益 37,599  70,447 154,176 

経 常 利 益 38,327 71,989 155,505 

当 期 純 利 益 16,036 65,950 144,365 

１株当たり純利益（円） 50,115.44 81,400.72 178,185.21 

１株当たり配当額（円） 15,625,000 ― 85,000 

（注） １． 割当予定先は平成 24年４月１日を合併期日として、大和証券株式会社を存続会社

とし、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

により合併しました。 

 ２． 割当予定先は、平成 24年１月５日付けで株式１株につき 100株の株式分割を行っ

ています。当該株式分割については、平成 24年３月期の期首に株式分割が行われ

たと仮定して１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定しています。 

 ３． 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対し

ては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。 

但し、割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株

式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を

策定し、反社会的勢力との関係断絶に努めていることを公に表示しており、当社はその文

面を入手しております。また、当社は、当該文面の内容、及び同社が警察等関係機関、法

律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面においても反社会的

勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当予定先から確認しておりま

す。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者

割当による引受の実例を多数有しております。 

これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有し

ないものと判断しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２.募集の目的及び理由（３）本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、

資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきました

が、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達
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の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式

会社より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。 

また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内

外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家

の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑

な売却が期待されること、③上記「２.募集の目的及び理由（３）本新株予約権を選択した理由」

に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達

の実施にあたり十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定い

たしました。 

なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予

定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用

を受けて募集が行われるものです。 

 
（３）譲渡制限及び割当予定先の保有方針 

割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以

外の第三者に譲渡することはできません。また、本新株予約権の行使により交付される当社普通

株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時

適切に売却する予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先が平成26年12月16日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書（第23期中）

の平成26年９月30日における中間貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総

額及び新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していることを確

認しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲

内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 

 

（６）その他 

当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、上記「２．募集の目的及び理

由（２）本新株予約権の商品性」①及び②に記載の内容以外に下記の内容について合意する予定

です。 

① 新株予約権の行使制限措置 

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条

第１項乃至第５項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関す

る規則」に従い、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、

所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当予定先に行わせません。また、割当予定

先及び譲渡先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるよ

うな本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、予め

当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。 

② 新株予約権の譲渡制限 

割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当を受けた本新株予約権を当

社以外の第三者に譲渡することはできません。また、割当予定先は、本新株予約権を譲渡す

る場合には、あらかじめ譲渡先となる者をして、当社に対して当該譲渡制限の内容を約束さ

せ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約

束させるものとします。但し、割当予定先は、当社の普通株式（本新株予約権の権利行使に

より取得したものを含みます。）を当社以外の第三者に譲渡することは妨げられません。 
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７．大株主及び持株比率 

募集前（平成 26年７月 31日現在） 

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 10.00％ 

筒井 雄一朗 7.15％ 

小林 正興 6.71％ 

株式会社エクシング 5.02％ 

株式会社読売新聞東京本社 4.14％ 

株式会社ミライト 3.13％ 

志村 貴子 2.82％ 

株式会社ＳＢＩ証券 2.79％ 

山村 慶子 2.66％ 

日本証券金融株式会社 2.40％ 

(注) １． 平成 26年７月 31日現在の株主名簿に基づき記載しております。 

 ２． 募集前の大株主及び持株比率につきましては、上記のほか当社保有の自己株式

365,800株に係る持株比率 5.73％（平成 26年７月 31日時点）があります。 

 ３． 割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有

を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及

び持株比率」を表示していません。 

 

８．今後の見通し 

今回の調達資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金

の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大および収益の向上に寄与

するものと考えております。 

今回の資金調達による平成27年７月期当社業績に与える影響は、軽微であります。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発

行決議日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25％未満としていること、②支

配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、

支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の有価証券上場規程第432

条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（単位：千円） 

 平成 24年７月期 平成 25年７月期 平成 26年７月期 

売 上 高 2,745,073 3,496,955 3,498,670 

営 業 利 益 258,869 136,825 133,972 

経 常 利 益 260,283 134,539 130,828 

当期純利益又は当期純損失（△） 133,112 51,897 △8,327 

１株当たり当期純利益又は１株

当たり当期純損失（△）（円） 
53.12 8.65 △1.39 

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 1,400 700 ― 

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 525.52 264.09 260.03 

（注）１．平成26年７月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年７月期及び平成25

年７月期については単体の数値、平成26年７月期については連結の数値を記載して

おります。 

２．平成26年７月期の１株当たり配当額については、配当を行っていないため記載してお

りません。 
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３．平成25年８月１日付で１株につき100株の株式分割を行っております。平成24年７月

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失及び１株当たり純資産額を算定しております。 

４．平成26年４月１日付で１株につき２株の株式分割を行っております。平成25年７月期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失及び１株当たり純資産額を算定しております。なお、平成24年７月期及

び平成25年７月期の１株当たり配当金には、当該株式分割前の実際の配当金の額を

記載しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 26年 12月 31日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 6,380,000株 100％ 
現時点の行使価額における 

潜 在 株 式 数 の 総 数 
360,000株 5.64％ 

下限値の行使価額における 

潜 在 株 式 数 の 総 数 
360,000株 5.64％ 

上限値の行使価額における 

潜 在 株 式 数 の 総 数 
上限行使価額はありません。 上限行使価額はありません。 

（注）上記潜在株式数は、ストックオプションによるものです。 

 

（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 24年７月期 平成 25年７月期 平成 26年７月期 

始  値 84,000円 64,800円 1,924円 

高  値 94,900円 332,500円 

□2,191円 
2,494円 

□1,370円 

安  値 55,200円 59,900円 

□1,850円 
955円 

□661円 
終  値 65,800円 1,884円 1,230円 

（注）１．平成25年７月15日までは株式会社大阪証券取引所におけるものであり、平成25年７月

16日以降は株式会社東京証券取引所におけるものであります。 

２．当社は平成25年８月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割、また平成26年４

月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。平成25年７月期

における□印は平成25年８月１日付の普通株式１株につき100株の株式分割による

権利落後の株価を、また平成26年７月期における□印は平成26年４月１日付の普通

株式１株につき２株の株式分割による権利落後の株価をそれぞれ示しております。 

 

② 最近６か月間の状況 

 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 

始 値 1,200円 2,268円 3,205円 1,585円 2,240円 2,194円 

高 値 3,185円 3,970円 3,720円 2,330円 2,450円 2,350円 

安 値 1,195円 2,212円 1,487円 1,401円 1,780円 1,961円 

終 値 2,368円 3,025円 1,549円 2,285円 2,180円 2,273円 

（注）１月については、平成 27年１月 28日現在で表示しております。 

 



 

ご注意：この文書は、当社の行使価額修正条項付第６回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投

資勧誘を目的として作成されたものではありません。 

14 

③ 発行決議前営業日における株価 

 平成 27年１月 28日現在 

始 値 2,196円 

高 値 2,275円 

安 値 2,170円 

終 値 2,273円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

①エクイティ・ファイナンスの状況 

払 込 期 日 平成 24年４月 16日 

調 達 資 金 の 額 576,640,000円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 １株につき 74,250円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
23,790株 

当 該 増 資 に よ る 

発 行 株 式 数 
8,080株 

割 当 先 ＭＣＰシナジー１号投資事業有限責任組合 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①株式会社サイバードからのモバイルソリューション事業の承継に

伴う対価の支払い 

②上記①記載のモバイルソリューション事業及び当社既存の事業の

拡大に伴う運転資金投資（人件費、外部へのシステム監視等の業

務委託費用及びその他経費（通信費、消耗品費等）の支払いに充

当） 

③スマートフォン関連のアプリケーション開発及びシステム開発に

従事する人材の確保に関連する費用 

④米国で展開中の非接触型ＩＣチップを用いたモバイル電子マネー

に関する新事業の開発・事業化投資 

⑤モニター会員の行動属性等に関する新事業の開発・事業化投資 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 24年４月～平成 26年７月 

現時点における充当状況 全額充当済み 

 

②過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はございません。 

 

以 上 



（別紙） 

テックファーム株式会社 

第６回新株予約権発行要項 

 
１． 新 株 予 約 権 の 名 称 テックファーム株式会社 第６回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という。） 

２． 新 株 予 約 権 の 総 数 ９,５７０個  

３． 新 株 予 約 権 の 

払 込 金 額 

本新株予約権１個当たり２,０００円 

（本新株予約権の払込総額１９,１４０,０００円) 

４． 申 込 期 間 平成２７年２月１６日 

５． 新株予約権の割当日 平成２７年２月１７日 

６． 新株予約権の払込期日 平成２７年２月１７日 

７． 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り

当てる。 

８． 本新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式９５７,０００株とする（本新株予約

権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、１００株とする。）。 

但し、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調

整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

９． 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

 

（１）当社が第１３項の規定に従って行使価額（第１０項に定義する。）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

               調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

    調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 

                 調 整 後 行 使 価 額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第１３項に定める調整前行使価額

及び調整後行使価額とする。 

（２）前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第１３項第（２）号及び第（４）号に

よる行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調

整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に

通知する。但し、第１３項第（２）号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通

知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

１０． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

 

（１）本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（２）号

に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場

合は、その端数を切り上げるものとする。 

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価

額」という。）は、当初２,３８７円とする。但し、第１２項又は第１３項に従い、修正又は

調整される。 

１１． 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第１７条の定

めるところに従って算出された資本金等増加限度額に０．５を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

１２． 行使価額の修正 

 

（１）当社は平成２７年４月１８日以降、当社取締役会の決議により、本号①又は②のいずれかの

方法で行使価額を修正することができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当

社は本新株予約権者に直ちに行使価額を修正する旨の通知（本号①又は②のいずれの方法で

行使価額を修正するかを含む。以下「行使価額修正通知」という。）をする。 



① 行使価額修正通知が行われた日（以下「通知日」という。）の翌営業日以降、行使価額は、

第１８項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に

おいて、修正日の直前取引日（ただし、当該取引日において売買高加重平均価格が算出さ

れない場合には、売買高加重平均価格の算出された直前取引日とする。以下「時価算定日」

という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社

普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の９２％に相当する金額（円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修正される。 

② 通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前取引日）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の９２％

に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修

正される。 

（２）本項第（１）号①に定める行使価額の修正において、時価算定日に第１３項で定める行使価

額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整されるものとする。 

（３）本項第（１）号②に定める行使価額の修正において、通知日（通知日が取引日でない場合に

は直前取引日）に第１３項で定める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、通

知日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整さ

れるものとする。 

（４）本項第（１）号乃至第（３）号による算出の結果得られた金額が１,５９２円（以下「下限行

使価額」という。但し、第１３項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修

正後の行使価額は下限行使価額とする。 

（５）本号①又は②に該当する場合には当社は行使価額修正通知を行うことができない。 

① 金融商品取引法、関連諸法令及び諸規則並びに東京証券取引所の規則に基づく開示（以下

「開示」という。）がなされた書類（有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書、これ

らの訂正報告書、プレスリリースを含むがこれらに限られない。）に記載されているもの

を除き、開示されている当社の直近の監査済連結財務諸表にかかる営業年度の期末日以

降、当社及びその企業集団（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条

第１項第１号に定める企業集団をいう。）の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フロー

の状況に重大な影響をもたらす事態が発生している場合 

② 当社にかかる業務等に関する重要事実等（金融商品取引法第１６６条第２項所定の重要事

実及び同法第１６７条第２項所定の事実をいう。）で公表（金融商品取引法施行令第３０条

に基づきなされる公表措置をいう。）がなされていないものがある場合 

１３． 行使価額の調整 

 

（１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第（２）号に掲げる各事由により当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

                               交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

                   既発行普通株式数 ＋ ───────────────────── 

                                   時   価 

   調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ───────────────────────────── 

                            既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当て

を受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定め

られていない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１か月前の日における当社の

発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額

の調整前に本項第（２）号乃至第（４）号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普

通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普

通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準

日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとす

る。 



（２）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

①本項第（３）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但

し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の

証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間

の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式

の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当

てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、そ

の日の翌日以降これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（３）号②に定める時価を下回る

対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合

を含む。）、又は本項第（３）号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若

しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の

全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行

使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これ

を適用する。但し、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請

求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価

の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転

換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに本項第（３）号②に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行わ

れている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第（３）号③に定める完全希薄化後

普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の行使価

額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整

式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合

は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（本⑤において「取

得価額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更（本項第

（２）号乃至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下

「下方修正等」という。）が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等

が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における本項第（３）号②に定める

時価を下回る価額になる場合 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前

に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求

権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式

が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等



修正日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価

額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式

等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付さ

れたものとみなしたときの本項第（３）号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当

該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の

行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行

使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用

する。 

⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価

額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持

人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交

付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 

⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行

使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約

権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するも

のとする。 

 

          (調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

株式数 ＝ ──────────────────────────────────────── 

                         調 整 後 行 使 価 額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（３）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切

り捨てる。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を初めて適用する日（但し、本項第

（２）号⑦の場合は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とす

る。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を切り捨てる。 

③「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１か月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除

し、当該行使価額の調整前に、本項第（２）号乃至第（４）号に基づき「交付普通株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたも

のとする（当該行使価額の調整において本項第（２）号乃至第（４）号に基づき「交付普

通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含む。）。 

④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合

における調整後の行使価額は、本項第（２）号の規定のうち、当該証券又は権利に類似す

る証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

（４）本項第（２）号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による

当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による

当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使



価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

（５）本項第（２）号にかかわらず、本項第（２）号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する

日が第１２項に基づく行使価額の修正日又は通知日の翌営業日と一致する場合には、本項第

（２）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合においても、下限

行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

（６）本項第（１）号乃至第（５）号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使

価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。

但し、本項第（２）号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことが

できないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第（５）号の規定が適用

される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。 

１４． 本新株予約権の行使期間 

 

平成２７年２月１８日から平成２８年２月１７日（但し、第１６項各号に従って当社が本新株予約権

の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日

の前銀行営業日）まで。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最

終日とする。 

１５． その他の新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

１６． 本新株予約権の取得条項 

 

（１）当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払

込期日の翌日以降、会社法第２７３条及び第２７４条の規定に従って、取得日の２週間前ま

でに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり２,

０００円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 

（２）当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契

約若しくは株式移転計画（以下「組織再編行為」という。）が当社の株主総会（株主総会の

決議を要しない場合は、取締役会）で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前

に、会社法第２７３条及び第２７４条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をした

うえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり２,０００円にて、残存す

る本新株予約権の全部を取得する。 

１７． 本新株予約権の行使請求及び払込の方法 

 

（１）本新株予約権を行使する場合には、機構（第２５項に定義する。以下同じ。）又は口座管理

機関（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に

定める口座管理機関をいう。以下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、第１４項

記載の本新株予約権の行使期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われ

ることにより行われる。 

（２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第

２２項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むも

のとする。 

（３）本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 

１８． 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

 

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が第２１項に定める行使請求受付場所

に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第１７項第（２）号に

定める口座に入金された日に発生する。 

１９． 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由 

 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社普通株式の株

価、当社普通株式の流動性、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等を

勘案し、当社の行動について、割当日から２ヶ月は東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値が当初権利行使価額の１５０％以上になった場合、行使禁止通知を行い、それ以降については

割当予定先からの行使請求の度に権利行使価額が常に修正される決議を行うこと、割当予定先は、資

金支出計画をもとに想定される支出期間にわたって一様に分散的に権利行使を行うこと、また、割当

予定先は、株価終値が下限行使価額を下回った場合に取得請求を行うものとし、当社は割当予定先の



請求に基づき残存する本新株予約権の取得を行うことを仮定して評価した結果を参考に、本新株予約

権１個の払込金額を金２,０００円（１株当たり金２０.００円）とした。さらに、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額は第１０項記載のとおりとし、行使価額は当初、平成２７年１月

２８日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を５％上回る額とした。 

２０． 新株予約権証券の不発行 

 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

２１． 本新株予約権の行使請求受付場所 

 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

２２． 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

 株式会社りそな銀行 新都心営業部 

２３． 読み替えその他の措置 

 
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必

要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

２４． 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

 

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第１６３条の定めに従い社債等振替法の規定の適用

を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第１６４条第２項に定める場合を除

き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により

交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則

に従う。 

２５． 振替機関 

 株式会社証券保管振替機構（「機構」という。） 

２６． 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一

任する。 

２７． 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以 上 

 


